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活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

事務作業全般

新設・修繕・建替工事

新設・修繕・建替工事

新設・修繕・建替工事

11

月

12

月
1月7月

事業概要

　準用河川千ノ川及び準用河川駒寄川において、浚渫や除草等により流下能力を確保す

るとともに、護岸やフェンス等、河川管理施設の適正な維持管理を行います。

事務事業名

設計積算、監理監督

除草作業

浚渫委託

フェンス設置工事

8月 9月
10

月
4月 5月

河川の維持管理に係る事務

部名 課かい名 下水道河川管理課下水道河川部

事務事業概要書



根拠法令
抜粋

・河川法第２条

・茅ヶ崎市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

法的
実施根拠

あり
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事務事業名 水路の維持管理に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　水路や簡易下水道の予期せぬ破損に伴う道路陥没等の緊急復旧作業や修繕を行う他、

大雨時の浸水区域における可搬式ポンプによる雨水排除などの緊急的な対応を行いま

す。

　市内に数多くある水路敷の除草や樹木の剪定、伐採を行う他、水路や簡易下水道の浚

渫を行います。

除草委託、浚渫委託 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

排水路修繕、ポンプ運転委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法第244条の2

・茅ヶ崎市水路に関する条例
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4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 ポンプ場等の維持管理に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　公衆衛生の向上や大雨時における機能停止等の不測の事態を回避し浸水の軽減を図る

ため、ポンプ場、マンホールポンプ施設及び河川等におけるゲート施設等の適正な維持

管理を行います。

下水道施設維持管理業務委託 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

光熱水費、動力費 事務作業全般

設計積算、監理監督 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

点検、修繕 新設・修繕・建替工事



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・河川法第3条

・下水道法第15条の2
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事務事業名 管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　管路施設及び雨水吐き施設の予期せぬ破損に伴う道路陥没等の緊急復旧作業や修繕を

行う他、管路施設及び雨水吐き施設に堆積した汚泥の浚渫、ろ過スクリーンや流量計、

水位計の保守点検等を行います。

公共下水道維持修繕 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

光熱水費、動力費 事務作業全般

設計積算、監理監督 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

浚渫委託 新設・修繕・建替工事

修繕、点検委託 新設・修繕・建替工事

流量管理・報告書作成委託 新設・修繕・建替工事



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第3条
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6
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事務事業名 公共下水道台帳に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　下水道法に基づき公共下水道の情報を台帳として整備し公開する必要があるため、正確

な公共下水道データの更新、台帳の保守管理を行います。

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

公共下水道台帳作成委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第3条、第23条
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事務事業名 水質調査に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　下水処理場へ流入する下水の水質を監視するため水質調査を行います。

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

水質調査委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第3条
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事務事業名 下水道施設情報システムの保守管理に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　大雨時や災害時における防災体制の適切な運用を図るため、下水道施設に設置した監

視カメラや遠方監視装置等、下水道施設情報システムの保守管理を行います。

遠方監視システム保守管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

通信運搬費 事務作業全般

下水道施設情報システム保守管理 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第3条



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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5
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8
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事務事業名 不明水に係る調査及び対策事業

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　公共下水道汚水管渠への不明水浸入箇所と原因を特定するための調査を行います。

更生工事 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

調査委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第3条
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事務事業名 開発審査・各種許認可に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　特定開発事業に係る窓口相談、協議、中間・完了検査等を行います。

　工事施行等承認申請、水路占用掘さく申請、河川・雨水・地下水等の流入申請の審査

や許可事務を行います。

9月
10

月

11

月

許認可事務 事務作業全般

開発審査事務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第１６条

・都市計画法

・茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例

・茅ヶ崎市水路に関する条例等
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事務事業名 管路施設等の維持更新に係る事務

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす下水道の老朽化による事故や機能停止を未

然に防ぐことを目的に策定した「茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画」に基づき、国

庫補助の対象外となる枝線や末端にある小口径の管きょ等、下水道施設の計画的な改築

更新を行います。また、不明水調査によって特定した不明水侵入箇所の対策工事を行い

ます。

設計業務委託 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般

家屋調査委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

改築更新工事 新設・修繕・建替工事

対策工事 新設・修繕・建替工事



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第三条
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事務事業名 駒寄川整備事業

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　普通河川駒寄川流域の浸水被害の軽減を目的とし、河川の流下能力の向上を図るた

め、河川断面を拡大する暫定整備を行います。

駒寄川暫定整備工事 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

地権者交渉 現場調査・訪問

設計積算、監理業務 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・河川法第二条



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

事務事業名 排水路新設事業（排水不良地区の浸水軽減）

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　局所的に浸水履歴がある排水不良地区の浸水の軽減を図るため、排水路の新設や改良

を行います。

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

下水道工事 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第三条
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事務事業名 下水道施設ストックマネジメント事業（長寿命化事業）

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす下水道の老朽化による事故や機能停止を未

然に防ぐことを目的に策定した「茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画」に基づき、国

庫補助の対象となる広範囲の排水を受ける中・大口径の管きょやポンプ場等、下水道施

設の計画的な改築更新を行います。

9月
10

月

11

月

設計積算、管理監督 事務作業全般

設計業務委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第三条
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事務事業名 中島ポンプ場改築事業

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　「茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画」に基づき、中島ポンプ場における電気設備

の改築更新工事及び土木躯体の耐震化を行います。

機械・電気設備設計業務委託 新設・修繕・建替工事

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

土木耐震設計業務委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

耐震化工事 新設・修繕・建替工事

機械・電気設備更新工事 新設・修繕・建替工事



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法
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8
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事務事業名 雨水施設の機能向上に係る事業

事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事業概要

　「茅ヶ崎市公共下水道施設維持管理計画」に基づき、相模川や小出川に設置された雨

水管の吐口である樋門やゲート設備の改築更新に向けて、松尾川樋門、下町屋ゲートの

耐震詳細設計を行います。

9月
10

月

11

月

設計積算、監理監督 事務作業全般

耐震詳細設計業務委託 新設・修繕・建替工事

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法

・河川法
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3 ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8
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13
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事務事業概要書

部名 下水道河川部 課かい名 下水道河川管理課

事務事業名 ウォーターＰＰＰに係る事業

事業概要

　昭和38年度の事業開始以降、60年が経過し更新需要量が増加している現在において、

日々の維持管理に加え、改築更新、長寿命化といった事業が人員不足により思い通りに

進捗が図れていない状況にあります。これを補うために、国が推奨しているウォーター

PPPを導入し官民連携を進める必要があり、本市に適したウォーターPPP導入に向け、

多角的な視点から可能性を検討する事業となります。

※汚水管の改築に係る国費支援に関して、ウォーターPPP導入済みであることが令和９年

度以降に要件化されるため、今後も継続的に管渠の改築更新を実施し、持続可能な下水

道サービスを提供するためにはウォーター PPPの導入が必須となります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月

地元企業意見交換会 庁外調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

サウンディング調査 統計調査・集計

導入可能性調査業務 事務作業全般



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・下水道法第三条


